
ɹ皆さんは「年金のことなんて、まだ先のことだか
ら関係ない」と思っていませんか？
全ての日本に住む20歳から60歳までの人は、国民

年金に加入し、保険料を納める必要があります。
20歳になった人には、日本年金機構から資格取得

のお知らせが届きます。（厚生年金や共済年金に加
入している人を除きます）
なお、20歳になってから約2週間程度経過しても

加入のお知らせが届かない人や、最近海外から転入
された人などは、国民年金の加入手続きが必要です。
ɹ国民年金は、老後の生活保障以外にも、万が一、
病気やケガで障がいが残ったときや、一家の働き手
が亡くなったときなど、あなたやあなたの家族を守
ってくれます。
ɹただし、保険料を納めなければ年金が受けられな
い場合がありますので、保険料を納めるのが困難な
際は『学生納付特例制度』、『納付猶予制度』などの免
除・猶予制度をご活用ください。

●問い合わせ／保険医療係
ɹɹɹɹɹɹɹ釧路年金事務所 ☎ 0154－22－5810

国民年金
～新成人の皆さんへ～

20歳からスタート！『国民年金』
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地域支援係
53-3333
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障がい福祉係
53-3333
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商工雇用係
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資産税係
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